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「兵庫県医師確保計画（案）」及び「兵庫県外来医療計画（案）」に関する 

県民意見提出手続（パブリック・コメント手続）の実施結果について 

（提出された意見等の概要とこれに対する県の考え方について） 

 

 

１ 意見等募集期間 

  令和２年２月７日（金）～令和２年２月27日（木） 

 

２ 意見等提出状況 
 

 
意見等提出者数 意見等 

項目数  県内 県外 

兵庫県医師確保計画（案）関係 12人 (12人) (０人) 17項目 

兵庫県外来医療計画（案）関係 ２人 (２人) (０人) 11項目 

 

３ 提出された意見等の概要とこれに対する県の考え方 
 
(1) 「兵庫県医師確保計画（案）」関係 

 
【意見等反映状況の区分】 

 
Ａ ご意見等を踏まえ、計画案に反映したもの（一部反映を含む） 

Ｂ 既に盛り込み済のもの 

Ｃ 今後の取組の参考とするもの 

Ｄ 対応困難 

Ｅ その他 

 

項 目 等 意見等の概要 件数 県 の 考 え 方 

第２章 

 医師確保計画

（医師全体） 

【本文P3～P15】 

 国に対し、医師養成

数の拡大を求めるべ

き 

１ 【Ｅ】 

国においては、2022年度以降の医師養成

数について、医師需給分科会において医師

需給推計を改めて行った上で議論するこ

ととされていますが、医学部入学定員につ

いては、全体として抑制する方向で検討さ

れています。 

県としては、①医師の需給推計を適切に

行い、結果・計算過程について十分に説明

を行う等地域の理解を十分に得るように

すること、②地域に必要な医師が十分に確

保されるまで医学部臨時定員増の措置を

継続する等、医師確保対策の取組を着実に

推進すること（本文11ページ参照）等につ

いて、国に対し働きかけを行っています。 
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項 目 等 意見等の概要 件数 県 の 考 え 方 

第２章 

 医師確保計画

（医師全体） 

【本文P3～P15】 

 国に対し、医師の時

間外労働時間につい

て、一般の労働者と同

様の規制を導入する

よう要請すべき 

１ 【Ｃ】 

現在、国において医師の働き方改革に向

けた検討が行われており、その動向等を踏

まえ、必要な対応を検討していきます。 

第２章 

 医師確保計画

（医師全体） 

 １ 現状及び

課題 

【本文P3～P8】 

【本文P7】 

国に対し、在宅医療

への強引な誘導を是

正するよう求めるべ

き 

１ 【Ｅ】 

「兵庫県地域医療構想」に基づき、住み

慣れた地域での生活を地域全体で支える

「地域完結型」医療体制の構築を図るた

め、入院医療から在宅医療・介護・看取り

まで、サービスが切れ目なく提供されるよ

う、必要な取組を進めることとしていま

す。 

【本文P8】 

 総合診療専門医は

専門医の一カテゴリ

ーに過ぎず、県が特定

の専門医のみについ

て養成を重視する必

要はない 

１ 【Ｅ】 

へき地等勤務医師の養成においては、プ

ライマリ・ケアを担う総合診療医が重要で

あることから、その育成を推進していくこ

ととしています。 

第２章 

 医師確保計画

（医師全体） 

 ２ 医師確保

の方針 

【本文P9】 

 「兵庫県医師確保計

画」は、二次医療圏単

位ではなく、市町単位

での計画とすべき 

１ 【Ｃ】 

国のガイドラインに基づき、本計画は二

次医療圏単位での医療提供体制の確保を

目的として策定しています。 

なお、兵庫県保健医療計画において、生

活に密着した保健サービスの提供やプラ

イマリ・ケアの確保を図る１次保健医療圏

域は市町単位であり、その実施主体は市町

とされています。本計画に基づき、１次保

健医療圏域における取組については、市町

をはじめ、大学、医療機関及び関係団体と

も連携しつつ推進していきます。 
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項 目 等 意見等の概要 件数 県 の 考 え 方 

第２章 

 医師確保計画

（医師全体） 

 ２ 医師確保

の方針 

【本文P9】 

 「兵庫県保健医療計

画（圏域版）」も踏ま

え、「兵庫県医師確保

計画」にも、阪神北準

圏域の課題を明記し

た上で、「医師少数ス

ポット」の設定も含

め、対応方策を盛り込

むべき 

２ 【Ｅ】 

国のガイドラインに基づき、本計画は、

保健医療計画の一部として、二次医療圏単

位での医療提供体制の確保を目的として

策定しています。 

そのため、本計画では、地域の医療需要

に各二次医療圏内で完結して対応できる

医療提供体制を構築することを目標とし

て策定することとしており、県内において

相対的に医師が不足している北播磨、播磨

姫路、但馬、丹波及び淡路の各二次医療圏

を、医師確保・偏在是正等に向けた取組を

重点的に推進する圏域（医師確保対策重点

推進圏域）としています。 

なお、阪神北準圏域の課題・対応方策に

ついては、既に「兵庫県保健医療計画（圏

域版）」において記載されており、これら

を踏まえ必要な取組を行うこととしてい

ます。 

 都市部の大病院と、

県養成医師の派遣に

より医師確保の目処

が立ち始めているへ

き地の病院との狭間

で、大病院に近接する

高砂・加西等の公立病

院が取り残される形

で医師確保が困難と

なってきている。 

大病院にマグネッ

トホスピタルとして

の機能を義務付け、近

接する公立病院に若

手医師を派遣いただ

きたい。 

１ 【Ａ】 

国のガイドラインに基づき、本計画は、

二次医療圏単位での医療提供体制の確保

を目的として策定しています。なお、ガイ

ドラインにおいては、「個別の医療機関の

求めのみに応じて医師を充足させること

を目的としているわけではないことに留

意すべき」とされています。 

なお、「新公立病院改革ガイドライン」

において、医師確保対策に資する観点か

ら、地域の基幹病院に医師派遣等の拠点機

能が期待されていることを踏まえ、「４ 

確保方策」への加筆・修正を行いました（本

文14ページ参照）。 
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項 目 等 意見等の概要 件数 県 の 考 え 方 

第２章 

 医師確保計画

（医師全体） 

 ４ 確保方策 

  (3) 医師の 

キャリア 

形成支援 

【本文P11～P12】 

 「県養成医師キャリ

ア形成プログラム」に

おける前期へき地派

遣・後期へき地派遣の

派遣先は「へき地の市

町立医療機関」とされ

ており、公的医療機関

（日赤等）が対象とさ

れていないため、対象

に加えていただきた

い。 

１ 【Ｃ】 

これまでは、へき地等勤務医師（県養成

医師）の前期へき地派遣・後期へき地派遣

については、北播磨・播磨姫路・但馬・丹

波・淡路の各圏域に所在するへき地医療拠

点病院を中心に派遣してきました。 

今後、県養成医師の増加が見込まれるこ

とから、医療機関の指導体制等も踏まえ、

これらの圏域の公立・公的医療機関への派

遣先の拡大について検討していきます。 

第２章 

 医師確保計画

（医師全体） 

 ４ 確保方策 

  (5) 地域医 

療機関へ 

の支援 

【本文P13～P14】 

 医療機関に対する

医師派遣等について、

「兵庫県市町診療施

設運営対策協議会」の

会員施設への派遣を

積極的に実施すべき 

３ 【Ｃ】 

これまでは、へき地等勤務医師（県養成

医師）等の派遣については、派遣数が少な

いことや医師免許取得後３～９年目の若

手医師であることを踏まえ、指導体制が整

ったへき地医療拠点病院や公立・公的病院

を中心に派遣してきました。 

今後、県養成医師の増加が見込まれるこ

とから、へき地医療拠点病院やへき地の公

立病院の意向、指導体制等も踏まえ、診療

所も含めた派遣先の拡大について検討し

ていきます。 

第２章 

 医師確保計画

（医師全体） 

 ４ 確保方策 

【本文P10～P15】 

 外科やその他の診

療科についても、診療

科偏在対策が必要 

１ 【Ｂ】 

 外科をはじめとする診療科偏在への対

策としては、①県養成医師のキャリア形成

プログラムにおける「特定診療科育成コー

ス」の設置、②大学医学部への特別講座の

設置、③医師派遣を行う医療機関に対する

助成、④外科、救急科等の医師の資質向上

等の各種施策を盛り込んでいます（本文12

～14ページ参照）が、今後、必要に応じ、

さらなる施策・取組を検討していきます。 

 

  



 

- 5 - 

 

 

項 目 等 意見等の概要 件数 県 の 考 え 方 

第３章 

 医師確保計画 

（産科・小児科） 

【本文P17～P27】 

 分娩を取り扱わな

い医師の取扱いを明

確にすべき 

１ 【Ｅ】 

本計画における産科医師偏在指標、及び

その基礎となる「医師・歯科医師・薬剤師

統計」（厚生労働省）における産科・産婦

人科医師数には、実際に分娩の実施の有無

が区分されていません（本文36ページ参

照）。 

産婦人科医師数を分娩の実施の有無に

より区分したデータはありませんが、分娩

取扱医療機関数が減少していること等を

踏まえ、本計画を策定したところです（本

文21ページ参照）。 

 周産期母子医療セ

ンター及び協力病院

だけでは周産期医療

は成り立たず、有床診

療所等が果たす役割

も重要 

１ 【Ｂ】 

地域において正常分娩からハイリスク

妊産婦・新生児まで対応可能な周産期医療

体制を確保するため、周産期母子医療セン

ター、協力病院及び各分娩取扱医療機関と

の連携強化を図ることとしています（本文

24～25ページ参照）。 

 令和２年には周産

期医療は崩壊の危機

にあるという認識が

必要であり、早急な対

策が必要 

１ 【Ｂ】 

分娩取扱医療機関数が減少しているこ

と等を踏まえ、産科医の確保、周産期医療

提供体制の充実・強化に向けた施策・取組

を推進するため、本計画を策定したところ

です（本文21、23ページ参照）。 

なお、産科・小児科の医師偏在指標につ

いては、産科医師・小児科医師が相対的に

少なくない医療圏等においても、産科医

師・小児科医師が不足している可能性があ

ること等に鑑み、「医師多数区域」は設け

られず、周産期医療・小児医療の提供体制

の整備について特に配慮が必要な「相対的

医師少数区域」が設けられています（本文

20～21ページ参照）。 
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項 目 等 意見等の概要 件数 県 の 考 え 方 

第３章 

 医師確保計画 

（産科・小児科） 

【本文P17～P27】 

 産科・産婦人科は女

性医師が相対的に多

く、医師の働き方改革

も踏まえ、あるべき姿

を真剣に考える必要 

１ 【Ｂ】 

産科・小児科にあっては、相対的に20

～30歳代の女性医師の割合が高いことか

ら、妊娠、出産、育児等のライフイベント

等も踏まえ、女性医師等が働きやすい環境

づくりが必要であるとの認識の下、医療機

関における労働時間短縮等に資する取組

を支援していきます（本文19ページ及び26

ページ参照）。 

第３章 

 医師確保計画 

（産科・小児科） 

 ３ 目標医師

数 

【本文P23】 

 産科・小児科の目標

医師数（それぞれ７

人・10人）では、５圏

域にそれぞれ１～２

名の医師しか増員で

きないため、目標を増

やすべき 

１ 【Ｃ】 

産科・小児科の目標医師数は、医師全体

の目標医師数との整合を図ることを前提

に、その中で特に構成割合を増加させるこ

とを目標として設定したものです。 

なお、この目標医師数の達成のみで、医

療提供体制が充足することを意味するも

のではないことは認識しており、一人でも

多くの医師を増やすよう努めていきます。 

 小児科の目標医師

数の設定・評価の対象

となる圏域に、相対的

医師少数区域である

東播磨圏域を追加す

べき 

２ 【Ｃ】 

 産科・小児科の目標医師数については、

医師全体の目標医師数との整合を図る観

点から、設定・評価の対象となる圏域を、

「医師確保対策重点推進圏域」（本文９ペ

ージ参照）を含む周産期医療圏・小児医療

圏としています。 

なお、産科・小児科医師偏在指標にかか

わらず、医師が充足している状況にあるわ

けではないということは認識しており、産

科医・小児科医の確保に向けた取組につい

ては、市町をはじめ、大学、医療機関及び

関係団体とも連携し、全県的に推進してい

くこととしています（本文23ページ参照）。 

第３章 

 医師確保計画 

（産科・小児科） 

 ４ 確保方策 

【本文P24～P25】 

 丹波圏域に周産期

母子医療センターを

整備すべき 

１ 【Ｃ】 

県立丹波医療センターでは、地域周産期

母子医療センターの指定に必要な設備要

件である人工呼吸器等の機器を整備済で

すが、人的要件を満たす小児科医、麻酔科

医等を確保できていないため、今後、必要

な人員の確保に向け取り組んで参ります。 
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(2) 「兵庫県外来医療計画（案）」関係 
 

【意見等反映状況の区分】 
 

Ａ ご意見等を踏まえ、計画案に反映したもの（一部反映を含む） 

Ｂ 既に盛り込み済のもの 

Ｃ 今後の取組の参考とするもの 

Ｄ 対応困難 

Ｅ その他 

 

項 目 等 意見等の概要 件数 県 の 考 え 方 

第１章  

 基本的な考え方 

 １ 外来医療計 

画策定の背 

景・目的 

【本文P1】 

歯科診療所につい

ても一定の政策を持

つべきではないか 

１ 【Ｃ】 

 本計画は、診療所の開設状況の偏りや診

療科の専門分化の進展、医療機器の効率的

活用の必要性等の外来医療を取り巻く課題

を踏まえ、国のガイドラインを参考に、医

科の外来医療についての計画を策定するも

のです。 

ご指摘の点については、今後、国の動向

を踏まえ、必要に応じて対応を検討して参

ります。 

第２章 

協議の場の設置 

 １ 対象区域の

設定 

【本文P3】 

 「兵庫県外来医療

計画」は、二次医療

圏単位ではなく、市

町単位での計画とす

べき 

１ 【Ｃ】 

本計画は、国のガイドラインに基づき、

外来医師偏在指標の区域単位との関係か

ら、２次保健医療圏域を単位としています。 

ただし、必要に応じて郡市区医師会の区

域等で地域部会を設置することも可能とし

ています（本文３ページ参照）。 

第２章 

 協議の場の設置 

 ２ 外来医療計

画推進会議の

設置 

(1) 外来医療

計画推進会

議 

【本文P3】 

協議の場が、新規

開業者に行政等から

の圧力と映らないよ

う透明性を確保すべ

き 

１ 【Ｃ】 

 今後、協議の場の運営について助言等を

行っていく上で、参考とさせていただきま

す。 
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項 目 等 意見等の概要 件数 県 の 考 え 方 

第３章  

 外来医療提供体

制の確保 

１ 現状及び課

題 

(1) 現状 

ウ 診療所で

勤務する医

師の現状 
【本文P5】 

診療報酬の引き上

げや税制上の特別措

置により経営承継を

支援すべき 

１ 【Ｅ】 

国が所管する法制度に関わる問題であ

り、必要に応じて国への要望等を検討しま

す。 

第３章  

外来医療提供体

制の確保 

１ 現状及び課

題 

(2) 課題 

ア 外来医 

療機能の 

偏在 

【本文P7】 

 「外来医師多数区

域」であっても医療

機能によっては不足

しており、外来医師

偏在指標のみに基づ

く計画では地域の医

療ニーズは満たせな

い。地域の住民や医

療関係者の意見に留

意し、実効性のある

計画を立案すべき。 

１ 【Ｂ】 

市町や郡市区医師会等の意見も参考に策

定しました。 

計画の実施に当たっては、協議の場等に

おいて、地域の実情を反映したきめ細やか

な協議が行われるよう、必要に応じて郡市

区医師会の区域等で部会を設置することも

可能としています。 

第３章  

 外来医療提供体

制の確保 

１ 現状及び課

題 

(2) 課題 

イ 各圏域 

で不足す 

る医療機 

能等 

【本文P8～12】 

外来医療の充実に

は、開業医、勤務医

を問わず医師養成数

の拡大が必要 

１ 【Ｅ】 

今後の医師養成数については、国におい

て検討が進められていますが、県としては、

地域に必要な医師が十分に確保されるよ

う、国に対し働きかけを行っています（本

資料１ページ参照）。 

第３章  

 外来医療提供体

制の確保 

 ２ 推進方策 

(2) 地域で不 

足する外来 

医療機能に 

関する協議 

【本文P12～13】 

開業制限とならな

いよう、協議の場の

運営に留意すべき 

１ 【Ｃ】 

今後、協議の場の運営について助言等を

行っていく上で、参考とさせていただきま

す。 
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項 目 等 意見等の概要 件数 県 の 考 え 方 

第４章 

医療機器の効率

的な活用 

１ 現状及び課

題 

(1) 現状 

イ 医療機 

器の配置 

状況に関 

する指標 

【本文P14～15】 

医療機器につい

て、圏域や機器によ

っては不足している

地域があるため、具

体的な整備計画を定

めるべき 

１ 【Ｃ】 

県内の医療機器の整備状況を可視化する

ことにより、各地域の協議の場において、

地域の実情を踏まえた議論がなされるよう

促して参ります。 

第４章 

医療機器の効率

的な活用 

３ 推進方策 

  (1) 医療機器

の配置状況

等に関する

情報提供 

【本文P16】 

近隣の医療機関が

医療機器を保有して

いる場合において、

各医療機関の自由な

設備投資を制限すべ

きではない 

１ 【Ｃ】 

本計画は、医療機器の有効活用を推進す

ることを目的として策定するもので、購入

を制限するものではありませんが、運用に

当たっても誤解が生じないよう留意して参

ります。 

第４章 

医療機器の効率

的な活用 

３ 推進方策 

  (2) 医療機器 

を新規購入 

する医療機 

関の「共同 

利用計画」 

の確認 

【本文P16】 

①共同利用を行わ

ない場合、購入が認

められないことにな

るのか、②医療機器

の特別償却制度の対

象外となるのか、③

既に保有している場

合どうなるのかを記

載すべき。 

また、医療機関の

規模等によっては共

同利用にそぐわない

場合もあるので、柔

軟な運用を行うべ

き。 

１ 【Ｃ】 

①については、本計画は協議の場におい

て、医療機器の購入制限を協議するものと

はなっていません。今後、運用に当たって

も誤解が生じないよう、協議の場の関係者

等にも、この点を十分に理解した上で対応

していただくよう留意して参ります。 

②については、特別償却に係る手続では

本計画に基づく共同利用計画を資料の一つ

として活用することも可能とされています

が、当該制度の運用に係る問題であるため、

具体的な取扱は、本計画ではなく当該制度

に係る情報提供の中で対応して参ります。 

③については、新規購入（増設、更新、

リースを含みます。）する場合に共同利用計

画の作成を求めることを本文に記載してい

ます（本文15ページ）。 

なお、共同利用ができない場合には、協

議の場においてその妥当性について検討す

る必要があると考えています。 
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項 目 等 意見等の概要 件数 県 の 考 え 方 

参考資料 

１ 外来医師偏在

指標について 

(3) 外来医師偏

在指標の数値

について 

  ア 標準化診

療所医師数 

【本文P25】 

外来医師偏在指標

の算出方法には、画

一的に全国の平均的

な医師の労働時間比

を当てはめる等の問

題があり、偏在等の

状況を可視化するこ

とはできないため、

地域住民の医療ニー

ズを丁寧に汲み取り

計画を策定すべき 

１ 【Ｂ】 

外来医師偏在指標が医師の絶対的な充足

状況を示すものではないということについ

ては、計画本文（７ページ）にも記載して

います。 

なお、県計画では、地域の実情を反映し

たきめ細やかな協議が行われるよう、必要

に応じて郡市区医師会の区域等で部会を設

置することも可能としています。協議の場

において、住民のニーズも丁寧に汲み取り

ながら、外来医療提供体制の確保を図って

いきます。 

 


